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令和４年度５月の第11回定時総会はウイズコロナ対応での開催を致しました。３年

ぶりに総会・講演会・会員交流会の流れで久々会員同士の会話も弾み、短時間ではあ

りましたが有意義な定時総会が出来たことは、コロナ禍での自粛から解放されようや

く日常の行動が取り戻せた様子が伺えました。

また今期は大同生命創業120周年事業内容説明会及び千葉全国大会に参加すること

が出来て、元気な法人会員の姿を確認致しました。

コロナ禍対応でのオミクロンワクチン接種も進み11月下旬に厚労省も国産の経口薬

を認可し、早期５類検討で今まで以上に感染者が重症を患う心配が無くなっていくの

は朗報であります。

甘木朝倉法人会では、12月７日に評論家の石平氏をお招きして、『中国の政治経済

情勢と日中関係』というテーマで講演会を開催しました。中国対日本・台湾・ロシ

ア・米国との今後の関係の在り方について単刀直入に時代にマッチした見解をご講話

頂きました。

また税の作文コンクールでは高校生部門で朝倉東高校、中学生部門で十文字中学

校、比良松中学校がそれぞれ表彰を受けています。今後もご期待申し上げます。

本年度も中盤を過ぎ福利厚生事業、会員普及拡大事業には鋭意尽力している最中で

はありますが足踏み状態の連続で奮闘しています。　最後に法人会のぼり旗同様一歩

一歩あさくらを目指して地域との連携をより強固なものにしていくよう頑張って参り

ます。会員の皆様並びに関係者の方々のご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い

申し上げます。

ご 挨 拶

会 長  阿部 達彦

公益社団法人 甘木朝倉法人会の目的及び事業
（目的）
　この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の
維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

（事業）
　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業 （5）会員の交流を図るための事業
（2）税制の調査研究及び提言に関する事業 （6）会員の福利厚生のための事業
（3）地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業 （7）その他この法人の目的達成に必要な事業
（4）地域社会に貢献することを目的とする事業

公益社団法人 甘木朝倉法人会

第11回 定時総会開催
日時：令和４年５月２７日（金）
場所：甘木観光ホテル　甘木館

　5月27日甘木観光ホテル甘木館において第11回定
時総会を開催しました。総会にあたっては、「委任状出
席の積極的活用」により、有資格数551に対し、出席
40、委任状提出383、計423での開催となりました。
　阿部会長のあいさつに続き、功労者表彰（披露の
み）のあと、議事では決議事項令和3年度決算（財
務諸表）及び役員選任については、原案のとおり可
決･承認されました。その後、令和3年度事業報告、
令和4年度の事業計画・予算を報告し、総会を終了
しました。
　総会終了後、大同生命保険（株）営業研修部　研
修担当部長の渡邉完氏を招いて、「未来予測とリス
ク対策　～2025年問題から見えるもの～」をテー
マに経営講演会を開催しました。
　その後、3年ぶりに会員交流会を開催しました。
　令和3年度中の法人会事業はコロナ禍で中止が
相次ぎ、新年度の通年事業に見通しがつかない中
で、令和4年度事業がスタートしました。

令和４年度事業計画

令和３年度正味財産増減計算書
（単位 円）

経
常
収
益

経
常
費
用

特定資産運用益
受取会費
受取補助金 等
雑収 益
経常収 益計
事 業費
管 理費
経常費用計

194
4,385,330
9,111,200
48,065

13,544,789
10,301,760
2,789,581
13,091,341
453,448

13,732,723
当期 経 常増減 額
正味財産 期末残高

科　目 決算額

法人会活動にご尽力いただいた方々が表彰されました。
皆様おめでとうございます。

全国法人会総連合会長　功労者表彰
単位会功労者

監　　事 綾部   茂明 様

甘木朝倉法人会会長　感謝状受彰
理　　事 安岡   正博 様

福利厚生制度推進に貢献したことに対する
感謝状の贈呈

厚生事業推進功労者

大同生命保険株式会社　久留米支社

ＡＩＧ保険株式会社　久留米支店

大渕   淳子 様

（有）チェック保険サービス 様

小河   勝博 様

毎年の改正により複雑難解化する税法・税制について、正しい
知識を身につけてもらうことを目的とした事業を行う。

1.税知識の普及を目的とする事業

納税意識の高揚を図り、税務行政に寄与することを目的とした
事業を行う。

2.納税意識の高揚を目的とする事業

時代に即し、納税者の納得する適正・公平な税制実現のため調
査研究することを目的とした事業を行う。

3.税制及び税務に関する調査研究及び提言に関する事業

中小企業が単独では実施することが難しい人材の育成を支援
することを目的とした事業を行う。

4.地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業

中小企業単独ではその要請に応えることが難しい社会的責任
を果たすことを目的とした事業を行う。

5.地域社会への貢献を目的とする事業

会員の交流と相互の意思疎通を図ることを目的とした事業を
行う。

6.会員の交流を図るための事業

会員の福利厚生事業の充実と経営の安定・安心を目的とした事
業を行う。

7.会員の福利厚生の充実と経営の安定・安心を目的とする事業

会員拡大、支部・部会体制の充実強化を図ることを目的とした
事業を行う。

8.会員増強と組織の強化・充実を図るための事業

この法人の認知度の向上に努めることを目的とした事業を行う。
9.公益社団法人の目的達成のための事業

（役員退任　理事１１年支部役員含めて
　　　　　　　通算１７年間法人会活動に寄与）
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委員会・各支部の活動
税制委員会／税制改正要望活動

女性部会／税の絵はがきコンクール表彰（杷木小学校）

税制委員会／税制改正要望活動

女性部会／租税教室（金川小学校)

事業研修委員会／決算事務説明会

青年部会／租税教室（三輪小学校）

事業研修委員会／リスクマネジメントオンラインセミナー

事業研修委員会／災害復旧活動

女性部会／税の絵はがきコンクール　入賞作品展示

事業研修委員会／災害復旧活動

事業研修委員会／本部税務研修会

筑前支部／草場川桜並木ライトアップ

秋月支部／図書の贈呈

南陵支部／環境美化活動

事業研修委員会／コロナ感染症対策商品の贈呈

本部／税務署表彰式

事業研修委員会／ひみこ杯小学生バレーボール大会

女性部会／全国女性フォーラム（静岡大会）

事業研修委員会／飛び出し人形設置

税制委員会／全国大会（千葉大会）
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第15回（令和4年度開催）税に関する絵はがきコンクール入賞作品

　今年度は管内 14校から 498点の応募がありました。
　厳正なる審査の結果、最優秀賞 3点、優秀賞 15点、入選 28点を選定しました。
　ここでは、最優秀賞、優秀賞作品を掲載します。

※学年は、令和４年度当時のものです。

※学年は、令和４年度当時のものです。

優 秀 賞

優 秀 賞

金川小学校　６年

山口 颯雅 さん
や ま ぐ ち 　　ふ う  が

秋月小学校　６年

中村 悠獅 さん
な か む ら 　 ゆ う  し

東峰小学校　６年

熊谷 恵 さん
く ま が え め ぐ み

三奈木小学校　６年

平田 ゆいさん
ひ ら  た

立石小学校　６年

岩下 煌誠 さん
い わ し た 　 こ う せ い 　  

朝倉東小学校　６年

藤井 大我 さん
ふ じ い 　  た い が

三輪小学校　６年

森山 優 さん
も り や ま 　 ゆ う

福田小学校　６年

西 香凜 さん
に し 　  か  り ん

法人会長賞

法人会女性部会長賞甘木税務署長賞

馬田小学校　６年

堀内 萌衣 さん
ほ り う ち 　 め 　い

蜷城小学校　６年

佐藤 統虎 さん
さ  と う む ね と ら

東小田小学校　６年

村井 一士さん
む ら  い    は じ め

立石小学校　６年

早野 菜月 さん
は や の 　 　 な つ き

東小田小学校　６年

山口 ひより さん
や ま ぐ ち 　  

蜷城小学校　６年

平田 紗菜 さん
ひ ら た　  さ   な
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I.Kさん

T.Hさん

紙面の都合上、これにてインタビューを終わります。どうも、藤原署長ありがとうございました。

令和４年７月10日付の定期人事異動後の幹部職員を紹介します。

税務署だより
■ 新任署長インタビュー

甘木税務署

署長  藤原　太一 様（ふじわら　たいち）
 令和４年７月に定期人事異動で甘木税務署に着任された藤原署長に事務局がインタビュー形式で
いろいろとお聞きしました。

①まず、藤原署長の自己紹介をお願いします。
　７月１０日付で、甘木税務署長を拝命いたしました藤原です。前任は、福岡国税局総務部厚生課長でした。
税務署長は初めての経験ですので、皆様のご指導を受けながら適正公平な課税の実現のためにがんばりたいと
思います。
　小郡市在住で、現在甘木鉄道で通勤しています。家から車で３０分弱の距離なので休みの日にはちょくちょく
こちらに参ってランチをいただいております。

②税務署ではどのようなお仕事をされてきましたか？
　所得税、資産税、総務課、厚生課、監察官などいろいろな仕事をしてきましたが、国税組織の仕事はどれもやり
がいのある仕事だったと思っています。

③ご趣味は？
　健康オタクで、高脂血症とかメンタルヘルスとか健康に関する本ばかり読んでいます。高齢化社会を乗り切る
ためには「健康寿命を延ばす」ことが大切だと思っていて、今からできることを実践しています。

④甘木の印象は？
　今まで出会った方々は皆さんとても穏やかで優しい方ばかりでした。それから、朝、中学生や高校生とすれち
がった時に「おはようございます」と言っていただける生徒さん達が沢山いることにびっくりしました。本当に穏
やかで優しい街だと思っています。

⑤藤原署長から法人会員の皆様へ
　来年10月から消費税のインボイス制度が始まります。税務署では、円滑に制度が定着しますように広報・説明
会等に取り組んでいます。
　甘木朝倉法人会の皆様方には、引き続き、税務行政に対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

役　　　　　職
署　　　　　長
総　務　課　長
総　務　係　長
管理徴収統括官
個人課税統括官
法人課税統括官

氏　　　　名
藤　原　太　一
福　田　雅　代
福　井　雄　太
馬　場　伸　之
渡　辺　靖　夫
佐々木　順　司

異　動
新　任
新　任
留　任
留　任
新　任
留　任

M.Sさん
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★筆者紹介

山宅孝道（やまけ・たかみち）
1965年生まれ。東京国税局管内の税務署において管理・徴収部門、法人課税部門、資産課税部門等の
事務に従事し、武蔵府中税務署資産課税部門上席国税調査官を最後に平成25年７月退職。埼玉県さいた
ま市で税理士登録。近著『土地評価の基礎と実務』（共著、税務経理協会）、『令和４年版税制改正経過一
覧ハンドブック』（共著、大蔵財務協会）。

相続法の改正における税務上の注意点
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

最近、相続のことが気になっています。平成30年に相続のルールが改正されたと聞きま
したが、どのように改正されたのでしょうか。

税務上、取り扱いが変わったことはありますか。

配偶者居住権について、税務上の取り扱いで注意することはありますか。

遺留分侵害額請求権について、税務上の取り扱いで注意することはありますか。

平成30年７月に民法で相続を規定している部分、いわゆる相続法が改正されました。こ
れは昭和55年以来の大きな改正で、具体的には①自筆証書遺言に添付する財産目録の作
成がパソコンで可能（平成31年１月13日施行）、②預貯金の払戻し制度の創設（令和元年
７月１日施行）、③遺留分制度の見直し（令和元年7月1日施行）、④被相続人の介護や看病
で貢献した親族は金銭要求が可能（令和元年7月1日施行）、⑤配偶者居住権の創設（令和２
年４月１日施行）、⑥法務局で自筆証書による遺言書の保管可能（令和２年７月10日施行）
などの措置が行われました。
例えば、自筆証書遺言は、作成後の紛失や、相続人によって隠匿もしくは変造されるお
それがありましたし、遺産分割終了後に自筆証書遺言が発見され共同相続人間での紛争
を生じさせる原因にもなり得ました。これらの問題を防止するために、自筆証書遺言の保
管制度が創設されました。

まず、配偶者居住権の創設により、配偶者居住権の評価をすることになりました。また、
遺留分制度については、改正前の民法では、減殺請求によって当然に遺留分権利者に所有
権等の権利が帰属する物件的効果が生ずることされていたため、遺贈または贈与の目的
財産は受遺者と遺留分権利者との共有状態になることが多くあり、共有関係の解消をめ
ぐって新たな紛争も生じていました。そこでこのようなことを回避するため、遺留分権利
者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払
いを請求することができることになりました。

配偶者居住権が、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者とその配偶者居住権の
目的となっている建物の所有者との間の合意や放棄により消滅した場合、建物等所有者
が、その消滅直前に、配偶者が有していた配偶者居住権の価額に相当する利益または土地
を使用する権利の価額に相当する利益に相当する金額が、配偶者から贈与によって取得
したものされます。

受遺者と遺留分権利者の合意により金銭の支払いに代えて相続財産である不動産等の
分与が行われた場合は、代物弁済として譲渡所得の課税対象になります。例えば、遺留分
侵害額が3000万円であり、受遺者が相続した3000万円の土地を遺留分権利者に金銭に
代えて分与した場合、受遺者は土地を3000万円で譲渡したことになり譲渡所得について
課税になります。また、分与を受けた遺留分権利者はその土地を3000万円で取得したこ
とになります。

　私たちは、1939年に旧甘木市甘木で印刷業を始め、今年で
83年が経過しました。近年では、時代の流れが大きく変わろう
としており、印刷の市場も大きく変化をしています。長期間需要
が微減している中、新型コロナは大きな変化のきっかけとなりま
した。株式会社四ヶ所は、「地域の文化向上に貢献し、お客様と
共に反映しよう」の企業理念を掲げています。創業当時から営
んでいる印刷にこだわりつつも、私たちとお付き合いをしていた
だいている地域やお客様と今後も継続してお付き合いをしてい
きたいという思いと、もっと繁栄していきたい気持ちから、2020

年から取り組み始め
た「あさくら産直市
場」を2022年9月に
事業化しました。私たちは、この気持ちを絶やさず、真剣に向き合い
ます。これからも、どうぞ株式会社四ヶ所をよろしくお願いいたします。

TEL 0946-22-2369
FAX 0946-22-9804株式会社 四ヶ所

Web:www.shikasyo.com
〒838-8512 朝倉市馬田336

▲あさくら産直市場ECサイト

南陵地区の馬田にある
印刷会社をご紹介します。
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場」を2022年9月に
事業化しました。私たちは、この気持ちを絶やさず、真剣に向き合い
ます。これからも、どうぞ株式会社四ヶ所をよろしくお願いいたします。

TEL 0946-22-2369
FAX 0946-22-9804株式会社 四ヶ所

Web:www.shikasyo.com
〒838-8512 朝倉市馬田336

▲あさくら産直市場ECサイト

南陵地区の馬田にある
印刷会社をご紹介します。
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ご入会ありがとうございます。 

会社名・個人名

井上内装
（株）オオタ
（同）大平山グリーン開発
黒木外装
（株）古賀運送
（株）サンキ工業
(株)三連工務
タカクラ仮設
（有）竹屋
（株）テック
（株）徳田畳襖店
中西製材工場
（株）Ｈｙ－Ｔｒｕｓｔ
森下工務店
吉弘製材所
（株）ライラック
（株）River　Flat

建設業

一般貨物運送事業

総合工事業・土木工事業

外装工事

運送業

土木工事業

建設業

建設業・足場

コンビニ

建設機械販売・修理

畳襖製造業

製材業

建設業

建設業

製材業

建築業

建築業

久留米市

朝倉市

朝倉市

朝倉市

朝倉郡筑前町

朝倉市

朝倉市

朝倉市

朝倉郡筑前町

朝倉市

朝倉市

うきは市

朝倉市

春日市

久留米市

久留米市

筑紫野市

業種 所在地等

新会員のご紹介

令和３年11月１日～令和４年10月31日(敬称略)

アフラック福岡総合支社
〒812-0018　福岡市博多区住吉1-2-25キャナルシティ・ビジネスセンタービル10F
　　　　　　 TEL：092-281-6703

久留米支店
〒830-0032　福岡県久留米市東町38-1　大同生命久留米ビル1階
TEL.0942-33-0441 FAX.0942-31-0311
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ご入会ありがとうございます。 

会社名・個人名

井上内装
（株）オオタ
（同）大平山グリーン開発
黒木外装
（株）古賀運送
（株）サンキ工業
(株)三連工務
タカクラ仮設
（有）竹屋
（株）テック
（株）徳田畳襖店
中西製材工場
（株）Ｈｙ－Ｔｒｕｓｔ
森下工務店
吉弘製材所
（株）ライラック
（株）River　Flat

建設業

一般貨物運送事業

総合工事業・土木工事業

外装工事

運送業

土木工事業

建設業

建設業・足場

コンビニ

建設機械販売・修理

畳襖製造業

製材業

建設業

建設業

製材業

建築業

建築業

久留米市

朝倉市

朝倉市

朝倉市

朝倉郡筑前町

朝倉市

朝倉市

朝倉市

朝倉郡筑前町

朝倉市

朝倉市

うきは市

朝倉市

春日市

久留米市

久留米市

筑紫野市

業種 所在地等

新会員のご紹介

令和３年11月１日～令和４年10月31日(敬称略)

アフラック福岡総合支社
〒812-0018　福岡市博多区住吉1-2-25キャナルシティ・ビジネスセンタービル10F
　　　　　　 TEL：092-281-6703

久留米支店
〒830-0032　福岡県久留米市東町38-1　大同生命久留米ビル1階
TEL.0942-33-0441 FAX.0942-31-0311
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── 法人会加入のおすすめ ──

〈法人会の主な活動〉

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動
○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

入会のお申し込み・お問い合わせは ──────────────

〒838-0068  福岡県朝倉市甘木955 -11  朝倉商工会議所会館3F
42）6490（leT -5757   Fax（0946）23-2844

公益社団法人 甘木朝倉法人会

◆
編
集・発

行
／
公
益
社
団
法
人
 甘
木
朝
倉
法
人
会
　
◆
発
行
日
／
令
和
4
年
1
2
月
1
5
日（
第
6
5
号
）　
◆
印
刷・製

本
／
株
式
会
社
四
ヶ
所

●編集・発行／公益社団法人 甘木朝倉法人会
　　　　　　 〒838-0068 福岡県朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3F  
　　　　　　 Tel.0946-24-5757 Fax.0946-23-2844
●発  行  日／令和4年12月15日（第65号）　
●印刷・製本／株式会社四ヶ所
　　　　　　 〒838-8512 福岡県朝倉市馬田336 Tel.0946-22-2369

日帰り人間ドック受診料の一部助成のご案内
法人会では日帰り人間ドック受診料の一部助成を会員限定で実施しています。
多忙な毎日で怠りがちな健康管理、是非受診されませんか？

朝倉健生病院・甘木中央病院
受診者負担金 約3万円（税込）
（受診料総額約4万円（税込）の内、1万円を法人会が助成します。）
毎年度7月1日～11月30日まで
★令和4年度分の申し込みは終了しています。
★令和5年度分の申し込みは令和5年7月頃
　文書で通知します。
法人会事務局へお申し込みください。
（電話）0946－24－5757

会　場
金　額

申込時期

申込先


